
第１９号 平成２４年度徳島県公債管理特別会計予算

平成２４年度徳島県公債管理特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ９５，６７５，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法

は，「第２表地方債」による。

平 成２４年 ２ 月２３日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

１ 公 債 管 理 収 入 ９５，６７５，０００

１ 繰 入 金 ８６，２３３，０００

２ 県 債 ９，４４２，０００

歳 入 合 計 ９５，６７５，０００
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歳 出

款 項 金 額

１ 公 債 費 ９５，６７５，０００

１ 公 債 費 ９５，６７５，０００

歳 出 合 計 ９５，６７５，０００

第２表 地 方 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

借換債 ９，４４２，０００ 証書借入又は証券発行（他の地方公
共団体との共同発行を含む。）

年 ５％以内 融資機関の融資条件による。ただし，必要
の生じた場合は全部若しくは一部繰上償還
し，又は借換えすることができる。
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